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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
現
下
の
厳
し
い
雇
用
失
業
情
勢
を
踏
ま
え
、
非
正
規
労
働
者
に
対
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
機
能
の
強
化
、

雇
用
保
険
の
財
政
基
盤
の
強
化
等
を
図
る
た
め
に
被
保
険
者
の
要
件
の
見
直
し
等
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一

雇
用
保
険
法
の
一
部
改
正

一

一
般
被
保
険
者
の
適
用
範
囲
の
拡
大

一
般
被
保
険
者
の
適
用
範
囲
を
拡
大
し
、
週
の
所
定
労
働
時
間
が
二
十
時
間
以
上
で
あ
っ
て
三
十
一
日
以
上
雇
用
見
込

み
の
者
に
つ
い
て
は
、
雇
用
保
険
の
適
用
対
象
に
す
る
。

二

特
例
対
象
者
に
係
る
特
例

事
業
主
が
被
保
険
者
資
格
取
得
の
届
出
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
雇
用
保
険
に
未
加
入
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、

二
年
以
上
前
の
時
期
に
、
賃
金
か
ら
雇
用
保
険
料
を
控
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
現
行
制
度
に
お

い
て
遡
及
可
能
な
二
年
を
超
え
て
遡
及
し
て
適
用
で
き
る
。
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第
二

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

特
例
納
付
保
険
料
の
納
付
等

第
一
の
二
の
対
象
と
な
っ
た
者
を
雇
用
し
て
い
た
事
業
主
が
、
保
険
関
係
成
立
の
届
出
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
保
険
料
徴
収
時
効
で
あ
る
二
年
経
過
後
に
お
い
て
も
、
保
険
料
を
納
付
で
き
る
こ
と
と
し
、
厚
生
労
働
大
臣
は
そ
の

納
付
を
勧
奨
す
る
。

二

雇
用
保
険
率
に
関
す
る
暫
定
措
置

平
成
二
十
二
年
度
の
雇
用
保
険
二
事
業
の
保
険
料
率
は
、
弾
力
変
更
の
規
定
を
適
用
せ
ず
、
千
分
の
三
・
五
と
す
る
。

第
三

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

雇
用
勘
定
積
立
金
に
つ
い
て
、
雇
用
安
定
事
業
費
の
支
弁
に
必
要
な
場
合
、
予
算
で
定
め
る
金
額
を
限
り
、
同
勘
定
の
歳

入
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
、
後
日
繰
入
れ
金
額
総
額
を
積
立
金
に
組
み
入
れ
る
と
の
暫
定
措
置
を
講
ず
る
。

第
四

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
の
二
及
び
第
二
の
一
に
つ
い
て
は
、
公
布
の

日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


